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令和8年1月16日付被告第7準備書面において、前回期日で裁判官より釈

明のあった静岡県環境影響評価条例附則第3項、第4項の本件新中間処理施設

事業の適用の有無の回答がされており、適用されないとしているが、その理由

として「中間処理施設整備事業は、条例対象事業ではないため」とある。

これまでの経緯から、本件新中間処理施設事業は、条例上はアセス対象事業

であり、静岡県もこれを前提に沼津市の問い合わせに回答しているはずである

が、被告第7準備書面は、そもそも条例の適用がない事業であると読めるため、

この点について早期に釈明を求める。
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